
第3節 グローバルな安全保障上の課題
背景や態様が複雑で多様な地域紛争が世界各地

に依然として存在している。特に、中東・アフリ
カ地域では、「アラブの春」後の混乱や内戦、地域
紛争などを背景に、国家の統治が及ばない地域が
拡大し、そこに国際テロ組織が進出して組織を拡
大し、活動を活発化させている例が多くみられて
いる。これらは地域紛争をより複雑化させ、域内
で紛争を抱える国家や地域機構、さらには国際社
会による対処・解決に向けた取組をより困難なも
のとしている。一方、主権国家間の資源・エネル
ギーの獲得競争や気候変動の問題が今後一層顕在
化し、地域紛争の原因となるなど、世界の安全保
障環境に影響を与える新たな要因となる可能性が
ある。また、大規模災害や感染症の流行に対して
も、迅速な救援活動などのため軍が持つ様々な機
能の活用が進んでいる一方、統治機構の弱体化し
た国家の存在は、感染症の爆発的な流行・拡散な
どのリスクへの対処をより難しくしている。

核・生物・化学（N
Nuclear, Biological and Chemical

BC）兵器などの大量破壊兵
器及びそれらの運搬手段である弾道ミサイルなど
の拡散問題は、依然として、国際社会にとっての
大きな脅威の一つとして認識されている。特に、
国際テロ組織などの非国家主体による大量破壊兵
器などの取得・使用といった懸念も引き続き指摘
されており、核物質その他の放射性物質を使用し
たテロ活動に対応するための国際社会による取組
が継続している。一方、イランの核問題に対して
は、米国や欧州連合（E

European Union
U）などがイランに対する

制裁を行いつつ、イランとの協議を行い、15（平
成27）年、イランによるウラン濃縮活動の制限や
兵器級プルトニウム製造禁止に関する措置の履行
を含む「包括的共同作業計画」に最終合意してい
る。また、北朝鮮の核・弾道ミサイル問題に対し
ては、16（同28）年3月、国連安保理決議第2270
号が採択されたほか、同年2回目の核実験を受け、
同年11月、特に北朝鮮の収入源である石炭輸出
に関する上限の設定を含む、北朝鮮への人、物資、
資金の流れを更に厳しく制限する国連安保理決議
第2321号が採択され、また、17（同29）年6月、

累次の弾道ミサイル発射などを受け、制裁対象を
拡大する内容の国連安保理決議第2356号が採択
された。さらに、11（同23）年の米露間における
新たな「戦略兵器削減条約」（新S

Strategic Arms Reduction Treaty
TART）の発効

など、核軍縮・不拡散に向けた取組が進められて
いる。

また、国際テロの脅威は拡散する傾向に拍車が
かかっており、その実行主体も多様化し、地域紛
争の複雑化とあいまってその防止がますます困難
になっている。イラク・レバントのイスラム国

（ISIL）などは、インターネットなどを活用した巧
みな広報戦略のもと自らの過激思想を伝播させ、
世界各地において多数の同調者や新たな構成員を
獲得している。また、欧米諸国などでは、紛争地
域で戦闘を経験し本国に帰還した者や、過激思想
に影響された者などが本国において単独又は少人
数でテロを実行するといった、いわゆる「ホー
ム・グロウン型」、「ローン・ウルフ型」のテロの
脅威が懸念されている。15（同27）年のパリ同時
多発テロ及び16（同28）年のブリュッセル連続
テロにみられるように、いまや国際テロの脅威は
中東・北アフリカにとどまらずグローバルに拡散
しており、同年7月のバングラデシュにおける
ダッカ襲撃テロ事件において邦人が犠牲になった

イラク・レバントのイスラム国（I
Islamic State of Iraq and the Levant

SIL） とは

ISILはイラクのアル・カーイダを前身に誕生したイスラム
教スンニ派の過激派組織。宗派対立などで治安が悪化する
なか、14（平成26）年1月以降、イラクにおいて勢力を拡
大させた。従来のテロ組織とは異なり、潤沢な資金や強力
かつ洗練された軍事力、整備された組織機構を有し、一定
の領域を事実上支配するなどの特徴を有していた。また、
優れた広報戦略によりオンライン上のプロパガンダを有効
に活用するとともに、リクルーティングに活用することで
数多くの戦闘員を獲得してきたと指摘されている。最近で
は支配地域が減少し、特に17（同29）年7月にはISILの勢
力拡大の象徴であったモースルを失うなど、弱体化してい
ると指摘されている。ISILによるテロは中東地域を超えて、
欧州やアジアなど世界中に拡散しており、最近では、ISIL
が直接指揮するテロから、テロを呼びかけられた一部の支
持者によるテロ（遠隔操作型）へと変化していると指摘さ
れ、さらなるテロの拡散・過激化が懸念されている。
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ことなどを踏まえれば、わが国自身の問題として
正面から捉えなければならない状況となってい
る。

さらに、昨今、従来からの活動領域である海や
空に加え、宇宙空間やサイバー空間といった新た
な活動領域の安定的利用の確保が国際社会の安全
保障上の重要な課題となっている。軍事科学技術
の一層の進展や近年の情報通信技術（I

Information and Communications Technology
CT）の著

しい進展などにより、社会インフラや軍事活動な
どの宇宙空間やサイバー空間への依存が高まる一
方、国家による対衛星兵器の開発や、政府機関の
関与も疑われるサイバー攻撃の多発化は、宇宙空
間やサイバー空間の安定的利用に対するリスクを
増大させている。近年、各国においては、民間企
業も含めた国全体としてのサイバー攻撃対処能力
の強化や、衛星などの宇宙資産に対する脅威を監
視する能力の獲得に向けた具体的な取組が進めら
れているほか、国際社会においては、宇宙空間や
サイバー空間における一定の行動規範の策定を含
め、法の支配を促進する動きがみられる。

また、国際的な物流を支える基礎として重視さ
れてきた海洋に関しても、各地で海賊行為などが
発生していることに加え、既存の国際秩序とは相
容れない独自の主張に基づいて自国の権利を一方
的に主張し、又は行動する事例がみられるように
なっており、公海における航行の自由や上空飛行
の自由の原則が不当に侵害されるような状況が生
じている。昨今の中国による南シナ海における大
規模かつ急速な埋立て、拠点構築、軍事目的での
利用など、現状を変更し緊張を高める一方的な行

動に関しては、その既成事実化がより一層進展し
ている。こうした状況に対し、国際社会において
は、ソマリア沖・アデン湾などにおける海賊対処
の継続のほか、自由で開かれた海洋秩序をはじめ
とした法に基づく既存の国際秩序を守るための国
際社会による連携や、海洋及び空における不測の
事態を回避・防止するための取組などが行われて
いる。

このように、今日の国際社会は、複雑かつ多様
で広範な安全保障上の課題や不安定要因に直面し
ている。これらに対応するための軍事力の役割も
また、武力紛争の抑止と対処に加え、紛争の予防
から復興支援に至るまで多様化している。このよ
うに軍事力が重要な役割を果たす機会が増加して
いると同時に、外交、警察・司法、情報、経済など
の手段とも連携のとれた総合的な対応が必要に
なっている。

また、近年のICTの大幅な進歩に代表される科
学技術の発展は、軍事分野にも波及し、米国をは
じめとする先進諸国は、精密誘導技術、無人化技
術、ステルス技術などの研究開発を重視している
一方、開発・生産コストの高騰や国家財政状況の
悪化に対応するため、共同開発・生産をさらに積
極的に推進している。一方、先端技術を有しない
国家や非国家主体は、大量破壊兵器やサイバー攻
撃などの非対称的な攻撃手段の開発・取得や先進
諸国の技術の不正な取得を行っていくものとみら
れる。こうした軍事科学技術の動向は、今後の軍
事戦略や戦力バランスに大きな影響を与えると考
えられる。
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